
　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

（※

は
、
県
例
規
集
登
載
事
項
）

条
　
例

　

※

福
井
県
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

　
　

正
す
る
条
例
（
三
六
・
地
域
福
祉
課
）…

…
二

　

※

福
井
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
お
よ
び
運

　
　

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
　

す
る
条
例
（
三
七
・
子
ど
も
家
庭
課
）…

…

二

　

※

福
井
県
産
業
振
興
施
設
の
設
置
お
よ
び
管

　
　

理
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　

条
例
（
三
八
・
地
域
産
業
・
技
術
振
興
課

　
　

）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

　

※

ふ
く
い
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
の
設
置

　
　

お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
三
九
・
地

　
　

域
農
業
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

　

※

福
井
県
立
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理

　
　

に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
立
青
年
の

　
　

家
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

　
　

四
〇
・
ス
ポ
ー
ツ
保
健
課
）…
…
…
…
…
…

五

　

※

福
井
県
警
察
本
部
の
部
制
に
関
す
る
条
例

　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
一
・
警
察

　
　

本
部
警
務
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

◇
福
井
県
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
条
例
（
第
三
十
六
号
　
地
域
福
祉
課
）

１　

民
生
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
市
町
ご
と
の

　

民
生
委
員
の
定
数
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か

　

ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
井
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基

　
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
第

　
三
十
七
号
　
子
ど
も
家
庭
課
）

１　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

　

四
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
情
緒
障
害
児
短
期

　

治
療
施
設
の
名
称
を
児
童
心
理
治
療
施
設
に
変
更

　

す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二

　

十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
井
県
産
業
振
興
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関

　
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
第
三
十

　
八
号
　
地
域
産
業
・
技
術
振
興
課
）

一　

福
井
県
産
業
振
興
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に

　

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
関
係

　

福
井
県
産
業
振
興
施
設
（
サ
ン
ド
ー
ム
福
井
）

の
整
備
に
伴
い
、
利
用
料
金
の
新
設
等
を
行
う
こ

と
と
し
た
。
（
第
八
条
お
よ
び
別
表
関
係
）

二　

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部

　

改
正
関
係

　

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
に
越
前

市
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

三　

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手

　

数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
関
係

　

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
備
の
整
備
に

伴
い
、
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
新
設
を
行
う
こ

と
と
し
た
。
（
別
表
関
係
）

四　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五

　

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
ふ
く
い
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
の
設
置
お
よ
び

　
管
理
に
関
す
る
条
例
（
第
三
十
九
号
　
地
域
農
業

　
課
）

１　

農
業
経
営
に
携
わ
る
人
材
を
育
成
す
る
と
と
も

　

に
、
農
業
資
源
お
よ
び
農
産
物
を
活
用
し
た
交
流

　

の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
て
農
業
の
持

　

続
的
か
つ
健
全
な
発
展
お
よ
び
地
域
の
活
性
化
を

　

図
る
た
め
、
ふ
く
い
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
（

　

以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ

　

と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２　

セ
ン
タ
ー
は
、
越
前
市
に
置
く
こ
と
と
し
た
。

　

（
第
二
条
関
係
）

３　

セ
ン
タ
ー
は
、
農
業
経
営
に
関
す
る
研
修
の
実

　

施
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
三

　

条
関
係
）

４　

使
用
の
承
認
、
使
用
料
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
利

　

用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

（
第
四
条
〜
第
八
条
関
係
）

５　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

　

と
し
た
。

◇
福
井
県
立
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す

　
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
立
青
年
の
家
設
置
条
例
の

　
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
第
四
十
号
　
教
育
庁
ス

　
ポ
ー
ツ
保
健
課
）

一　

福
井
県
立
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関

　

す
る
条
例
の
一
部
改
正
関
係

　

体
育
施
設
と
し
て
福
井
県
立
艇
庫
を
規
定
し
、

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
。
（

第
二
条
、
第
三
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十

一
条
ま
で
お
よ
び
別
表
関
係
）

二　

福
井
県
立
青
年
の
家
設
置
条
例
の
一
部
改
正
関

　

係
　

福
井
県
立
三
方
青
年
の
家
艇
庫
の
規
定
を
廃
止

す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
、
第
三
条
、
第
六

条
お
よ
び
別
表
関
係
）

三　

施
行
期
日

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
井
県
警
察
本
部
の
部
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例
（
第
四
十
一
号
　
警
察
本
部
警

　
務
課
）

１　

警
務
部
の
所
掌
事
務
に
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金

　

等
に
関
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。
（

　

第
三
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

　

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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条
　
　
　
　
　
例

　

福
井
県
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

西
川　

一
誠

福
井
県
条
例
第
三
十
六
号

福
井
県
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

福
井
県
民
生
委
員
定
数
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福

井
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

本
則
の
表
中
「
四
九
四
人
」
を
「
四
九
九
人
」
に

、
「
一
四
五
人
」
を
「
一
四
六
人
」
に
、
「
九
九
人

」
を
「
一
〇
〇
人
」
に
、
「
一
二
一
人
」
を
「
一
二

七
人
」
に
、
「
一
八
一
人
」
を
「
一
九
一
人
」
に
、

「
五
三
人
」
を
「
五
四
人
」
に
、
「
一
七
人
」
を
「

一
六
人
」
に
、
「
五
四
人
」
を
「
五
六
人
」
に
改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
井
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基

準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

西
川　

一
誠

福
井
県
条
例
第
三
十
七
号

福
井
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

福
井
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基

準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
、
第
十
六
条
お
よ
び
第
二
十
条
第
二
項
中
「

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療

施
設
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
各
号

」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
五
号
ロ
の
表
二
階
の
部
避
難
用
の

項
お
よ
び
三
階
の
部
避
難
用
の
項
中
「
同
条
第
三
項

第
二
号
、
第
三
号
お
よ
び
第
九
号
」
を
「
同
条
第
三

項
第
三
号
、
第
四
号
お
よ
び
第
十
号
」
に
改
め
、
同

表
四
階
以
上
の
部
避
難
用
の
項
中
「
外
気
に
向
か
っ

て
開
く
こ
と
の
で
き
る
窓
も
し
く
は
排
煙
設
備
（
同

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
そ
の
他
有
効
に
排
煙

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。

）
を
有
す
る
付
室
」
を
「
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第

三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除

き
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。
）
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第
二
号
、
第
三
号
お
よ

び
第
九
号
」
を
「
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
お

よ
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
四
条
第
二
項
第
五
号
中
「
中
学
校
」
の
下

に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
各
号

」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
第
九
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義

務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

第
十
二
章　

児
童
心
理
治
療
施
設

　

第
九
十
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
情
緒
障

害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」

に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
情
緒
障
害
児
短
期
治
療

施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児

童
心
理
治
療
施
設
」
に
、
「
第
十
三
条
第
二
項
各
号

」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童

心
理
治
療
施
設
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
の
見
出
し
お
よ
び
同
条
な
ら
び
に
第

九
十
四
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
情
緒

障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療
施
設

」
に
改
め
る
。

　

第
百
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
各
号
」
を

「
第
十
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
百
二
条
第
八
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義

務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
各
号

」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
八
項
お
よ
び
第
九
項
中
「
情
緒
障
害
児
短

期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」
に
改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

。
一　

第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
五
号

ロ
の
表
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
五
号
、
第
五

十
八
条
第
二
項
お
よ
び
第
六
十
条
第
九
号
の
改

正
規
定
、
第
九
十
二
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（

「
第
十
三
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
十
三
条
第

三
項
各
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
な
ら

び
に
第
百
条
第
二
項
、
第
百
二
条
第
八
号
お
よ

び
第
百
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定　

公
布
の

日
二　

前
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定　

平
成
二

十
九
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
井
県
産
業
振
興
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

西
川　

一
誠　
　
　

福
井
県
条
例
第
三
十
八
号

福
井
県
産
業
振
興
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
井
県
産
業
振
興
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に

　

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
井
県
産
業
振
興
施
設
の
設
置
お
よ
び
管

　

理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
福
井
県
条
例
第
七

　

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

　
　

別
表
第
一
管
理
会
議
棟
の
部
特
別
会
議
室
の
項

　

を
削
り
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
備

一
式

一
〇
、
〇
〇
〇

電
気
炉

一
台

六
〇
〇

レ
ー
ザ
カ
ッ
タ
ー

一
時
間
に
つ
き

七
〇
〇

石
膏
積
層
造
形
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
、
四
〇
〇

Ｕ
Ｖ
プ
リ
ン
タ
ー

一
時
間
に
つ
き

五
〇
〇

作
業
室

四
、
〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

四
、
四
〇
〇
一
二
、
〇
〇
〇

一
、
二
〇
〇

　　
　

別
表
第
三
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
棟
の
部
に
次
の
よ

　

う
に
加
え
る
。

　　　
　

別
表
第
三
管
理
会
議
棟
の
部
に
次
の
よ
う
に
加

　

え
る
。

　

別
表
第
三
備
考
中
「
お
よ
び
Ｃ
Ａ
Ｄ
シ
ス
テ
ム

」
を
「
、
Ｃ
Ａ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
電
気
炉
」
に

改
め
る
。

　

別
表
第
四
管
理
会
議
棟
の
部
産
業
観
光
ギ
ャ
ラ

リ
ー
の
項
中
「
産
業
観
光
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
を
「
多

目
的
エ
リ
ア
」
に
改
め
、
同
部
デ
ザ
イ
ン
展
示
コ

ー
ナ
ー
の
項
を
削
る
。

（
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部

改
正
）

第
二
条　

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（

　

昭
和
六
十
年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次

　

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
福
井
市
」
の
下
に
「
、
越
前
市
」

を
加
え
る
。

（
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手

数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ

　

び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
六
十
年
福
井
県
条
例

　

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
Ｒ
Ｆ
励
起
Ｃ
Ｏ
２
レ
ー

ザ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
光
造
形
装
置
の
項
中
「

五
、
三
四
〇
」
を
「
二
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同

表
フ
ル
カ
ラ
ー
三
次
元
プ
リ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
式
パ

タ
ー
ニ
ン
グ
装
置
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　
　　

別
表
第
二
の
三
の
項
１
㈥
⑴
中
「
七
、
八
三
〇

」
を
「
五
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ふ
く
い
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
の
設
置
お
よ
び

管
理
に
関
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

西
川　

一
誠

福
井
県
条
例
第
三
十
九
号

　
　
　

ふ
く
い
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
の
設
置
お

　
　
　

よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

農
業
経
営
に
携
わ
る
人
材
を
育
成
す
る
と

　

と
も
に
、
農
業
資
源
お
よ
び
農
産
物
を
活
用
し
た

　

交
流
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
て
農
業

　

の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
お
よ
び
地
域
の
活
性

　

化
を
図
る
た
め
、
ふ
く
い
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ

　

ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す

　

る
。

　

（
位
置
）

第
二
条　

セ
ン
タ
ー
は
、
越
前
市
に
置
く
。

　

（
業
務
）

第
三
条　

セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う

　

。

　

一　

農
業
経
営
に
関
す
る
研
修
の
実
施

　

二　

農
業
資
源
お
よ
び
農
産
物
を
活
用
し
た
交
流

　
　

に
関
す
る
支
援
の
実
施

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
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な
施
設
ま
た
は
設
備
の
提
供

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー

　
　

の
設
置
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
業
務

　

（
使
用
の
承
認
）

第
四
条　

セ
ン
タ
ー
の
施
設
ま
た
は
設
備
を
使
用
し

　

よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

　

ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
料
）

第
五
条　

セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
使
用

　

者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
に
掲
げ
る
使
用
料
を

　

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
料
の
不
還
付
）

第
六
条　

既
に
納
付
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い

　

。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

　

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
使
用
料
の
免
除
）

第
七
条　

知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

　

き
は
、
使
用
料
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
免
除
す
る

　

こ
と
が
で
き
る
。

　

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
八
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

　

条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

　

め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
五
条
関
係
）

区　
　
　

分

摘　
　

要

金　
　
　

額

大
研
修
室

視
聴
覚
研
修
室

中
研
修
室
㈠

中
研
修
室
㈡

小
研
修
室

調
理
実
習
室

一
、
六
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

二
、
七
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

五
、
四
〇
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

三
、
四
〇
〇
円

五
、
六
〇
〇
円 　

使
用
者
が
冷
暖
房

設
備
を
使
用
す
る
場

合
は
、
上
記
の
金
額

に
そ
の
十
分
の
二
に

相
当
す
る
額
を
加
算

し
た
額
と
す
る
。

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で
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大
研
修
室

視
聴
覚
研
修
室

中
研
修
室
㈠

中
研
修
室
㈡

小
研
修
室

調
理
実
習
室

宿
泊
室

体
育
館

一
、
六
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

二
、
七
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

五
、
四
〇
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

三
、
四
〇
〇
円

五
、
六
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円 　

使
用
者
が
冷
暖
房

設
備
を
使
用
す
る
場

合
は
、
上
記
の
金
額

に
そ
の
十
分
の
二
に

相
当
す
る
額
を
加
算

し
た
額
と
す
る
。

１　

「
中
学
生
」
と

　

は
、
中
学
校
に
在

　

学
す
る
者
そ
の
他

　

こ
れ
に
類
す
る
者

　

を
い
う
。

２　

三
歳
未
満
の
者

　

の
使
用
料
は
、
無

　

料
と
す
る
。

一
人
一
泊
に
つ
き

　
　

中
学
生
以
下
の
者

　
　

そ
の
他

一
、
五
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
井
県
立
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す

る
条
例
お
よ
び
福
井
県
立
青
年
の
家
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

西
川　

一
誠

福
井
県
条
例
第
四
十
号

福
井
県
立
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に

関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
立
青
年
の
家
設

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
井
県
立
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
井
県
立
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理

　

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
福
井
県
条
例
第

　

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

第
三
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

福
井
県
立
艇
庫

　
　

第
九
条
第
四
号
中
「
ま
た
は
ホ
ッ
ケ
ー
」
を
「

福
井
県
立
艇
庫

美
浜
町

福
井
県
立
艇
庫

一　

漕
艇
に
必
要
な
施
設
お
よ
び
設
備
の
提
供

二　

漕
艇
に
関
す
る
指
導
お
よ
び
助
言

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
置
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し

　

い
業
務

そ
う

　

、
ホ
ッ
ケ
ー
ま
た
は
漕
艇
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

福
井
県
立
艇
庫　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

　
　
　

午
後
五
時
ま
で

　

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
お
よ
び
福
井
県

立
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
福
井
県
立

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
福
井
県
立
艇
庫

」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日
印　

刷

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日
発　

行
発
行
人　

〒
九
一
〇

｜

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

印
刷
人　

〒
九
一
〇

｜

〇
〇
一
七　

福
井
県
福
井
市
文
京
一
丁
目
十
九

｜

二
十　

高
桑
印
刷
㈱　

☎
㉓
六
三
二
二
番

福
井
県

立
艇
庫

審
判
艇

一
艇
一
日
に
つ
き

四
、
〇
一
〇
円

二
、
六
五
〇
円

三
、
〇
三
〇
円

七
五
〇
円

六
七
〇
円

七
六
〇
円

一
九
〇
円

一　

般 

一
四
〇
円

学
生
等　
　

六
〇
円

一　

般 

一
四
〇
円

学
生
等　
　

六
〇
円

　

燃
料
は
、
利
用
者

の
負
担
と
す
る
。

　

利
用
者
が
冷
暖
房

設
備
を
使
用
す
る
場

合
の
利
用
料
金
の
額

は
、
承
認
額
に
そ
の

十
分
の
二
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
額

と
す
る
。

研
修
室

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル

ー
ム

全
部
を

使
用
す

る
場
合

四
分
割

し
て
使

用
す
る

場
合

一
区
画

に
つ
き

一
人
に

つ
き

午
前

午
後

午
前
お
よ
び
午
後
以
外
の
時

間
帯
一
時
間
に
つ
き

午
前

午
後

午
前
お
よ
び
午
後

以
外
の
時
間
帯
一

時
間
に
つ
き

午
前

午
後

　

別
表
備
考
３
中
「
午
前
九
時
」
の
下
に
「
（
福

井
県
立
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
お
よ
び
福
井
県
立
艇
庫

に
あ
つ
て
は
、
午
前
八
時
三
十
分
）
」
を
、
「
か

ら
午
後
五
時
」
の
下
に
「
（
福
井
県
立
ラ
イ
フ
ル

射
撃
場
に
あ
つ
て
は
、
午
後
五
時
十
五
分
）
」
を

加
え
る
。

　

（
福
井
県
立
青
年
の
家
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
井
県
立
青
年
の
家
設
置
条
例
（
昭
和
三

　

十
八
年
福
井
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
な
ら
び
に
附
属
施
設
の

設
置
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
を

削
る
。

　
　

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
六
条
中
「
（
艇
庫
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
「
、
艇
庫

を
使
用
す
る
者
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
使
用
料
を

」
を
削
る
。

　
　

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る

　

。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

　

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

　

日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
準
備
行
為
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
井
県
立
体
育
施

　

設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ

　

の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）

　

の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
の
指
定
お
よ
び
こ
れ

　

に
関
し
必
要
な
手
続
、
利
用
料
金
の
承
認
そ
の
他

　

改
正
後
の
条
例
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為

　

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
改

　

正
後
の
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

　

き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
井
県
警
察
本
部
の
部
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

西
川　

一
誠

福
井
県
条
例
第
四
十
一
号

福
井
県
警
察
本
部
の
部
制
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
井
県
警
察
本
部
の
部
制
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

二
十
九
年
福
井
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第

二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
二

十
一
号
と
し
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

十　

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す

　

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）

　

第
三
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等

　

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
か

ら
施
行
す
る
。


